
関東地方整備局事業評価監視委員会（平成１７年度第３回）

対 象 事 業 一 覧

○再評価対象事業

事 業 箇 所 名 再評価理由

道路事業 １．国道５０号 前橋笠懸道路 ③

２．国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（川島～五霞） ②

３．国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（大栄～横芝） ③

４．国道２４６号 秦野ＩＣ関連 ①

河川事業 １．多摩川水系多摩川直轄河川改修事業 ④

ダム事業 １．荒川流水総合改善事業 ⑤

計６事業

再評価理由
①：事業採択後、５年間が経過した時点で未着工の事業
②：事業採択後、１０年間が経過した時点で継続中の事業
③：準備・計画段階で５年間が経過している事業
④：再評価実施後、５年間が経過している事業
⑤：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により等により再評価の実施の必要が生

じた事業


